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契
約
の
基
礎
知
識

The serialization title

い
っ
た
「
動
産
」、
土
地
や
建
物
と

い
っ
た
「
不
動
産
」

・「
無
体
物
」
と
し
て
の
「
デ
ー
タ
・
情

報
・
権
利
」

な
ど
が
対
象
に
な
り
ま
す
（
図
1
）。

　

契
約
書
で
取
引
の
対
象
が
何
か
を
定

め
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
一
方
が
他
方

に
引
き
渡
し
た
り
、
一
方
が
他
方
の
た

め
に
新
た
に
製
造
し
た
り
す
る
取
引
の

場
合
に
、
引
き
渡
し
や
製
造
を
す
る
契

約
上
の
義
務
を
負
う
当
事
者
が
、
契
約

に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
事
項
を
特
定
す

る
た
め
に
重
要
で
す
。

　

取
引
の
対
象
は
契
約
に
基
づ
く
当
事

者
相
互
間
の
権
利
義
務
の
範
囲
を
決
め

る
意
味
を
有
し
、
契
約
書
で
の
記
載
内

容
に
具
体
性
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
当

事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
取
引
の
対
象

を
め
ぐ
る
紛
争
が
生
じ
る
原
因
と
な
る

リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

　

当
事
者
双
方
が
合
意
し
た
具
体
的
な

取
引
の
対
象
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
対
象
を
特
定
す
れ
ば

よ
く
、
当
事
者
間
で
の
取
引
の
対
象
の

合
意
内
容
の
理
解
に
食
い
違
い
が
発
生

し
に
く
い
も
の
の
、
特
定
方
法
に
よ
り

後
に
当
事
者
間
で
の
理
解
に
食
い
違
い

記
載
し
て
お
く
と
、
取
引
条
件
の
一
部

と
し
て
重
要
な
要
素
を
構
成
す
る
と
い

う
主
張
の
根
拠
と
な
り
得
る
た
め
、
そ

の
後
の
取
引
関
係
や
事
業
環
境
の
変
化

に
よ
っ
て
契
約
目
的
が
達
成
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
に
、
契
約
関
係
を
解
消
す

る
理
由
に
使
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

取
引
の
対
象

　

契
約
書
で
は
、
当
事
者
間
で
合
意
し

た
取
引
の
対
象
に
つ
い
て
明
確
に
定
義

し
、
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

取
引
の
対
象
は
「
モ
ノ（
物
）や
サ
ー

ビ
ス
」
の
場
合
が
あ
り
、
モ
ノ
が
対
象

と
な
る
場
合
で
も
、

・「
有
体
物
」
と
し
て
の
商
品
や
製
品
と

契
約
書
の
前
文

　

契
約
書
の
必
須
項
目
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
契
約
書
本
文
の
条
項
の
記
載
よ

り
前
に
、
契
約
当
事
者
間
に
ど
の
よ
う

な
背
景
や
経
緯
が
あ
っ
て
取
引
関
係
に

入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
、
前
文
の

形
で
記
載
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

契
約
の
目
的

　

契
約
当
事
者
間
で
契
約
を
締
結
し
た

目
的
や
取
引
に
よ
り
、
達
成
す
べ
き
目

標
を
最
初
に
記
載
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
契
約
目
的
を
具
体
的
か
つ
明
確
に

　取引関係に立つ当事者は取引条件をめぐり相互に利害対

立関係にあり、契約締結交渉では各当事者が自らに有利な

取引条件を主張し、双方が妥協を重ねて取引合意に至りま

す。契約書に、当事者が最終的に合意した取引条件を正し

く記載し明確化することで、当事者間での理解の食い違い

から利害対立が顕在化して紛争となるリスクを回避できま

す。本稿では、契約の目的や取引の対象、契約の履行条件

等の定め方の注意点について解説します。

第 4回

契
約
書
で
定
め
る
取
引
条
件  

そ
の
1

当
事
者
間
で
合
意
し
た
取
引
条
件
を
契
約
書
に
正
し
く
記
載
す
る
①
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場
合
は
予
め
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
見
た

り
触
っ
た
り
し
て
確
認
で
き
な
い
の

で
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
対
象
な

の
か
当
事
者
間
の
理
解
に
食
い
違
い
が

生
じ
な
い
よ
う
な
定
義
が
必
要
で
す
。

　

さ
ら
に
、
何
ら
か
の
成
果
物
を
作
り

出
す
サ
ー
ビ
ス
と
、
作
り
出
さ
れ
た
成

果
物
を
引
き
渡
す
こ
と
が
い
ず
れ
も
必

要
と
な
る
取
引
の
場
合
は
「
ど
の
よ
う

な
成
果
物
を
作
り
」「
ど
の
よ
う
に
引

き
渡
す
か
」
を
決
め
る
こ
と
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

取
引
の
対
象
は
、
契
約
書
本
文
で
特

定
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
取
引
の

対
象
と
な
る
項
目
や
特
定
す
る
た
め
の

情
報
が
多
い
場
合
に
は
、
別
紙
に
目
録

と
し
て
一
覧
で
記
載
し
て
契
約
書
の
末

尾
に
添
付
す
る
方
法
が
多
く
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
（
図
1
）。

納
期
や
納
入
場
所

　

モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
的
と

す
る
取
引
の
場
合
は
、
提
供
す
る
側
が

い
つ
ま
で
に
相
手
方
に
提
供
す
る
必
要

が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
納
期
と
納
入
場

が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
不
動
産
で
あ
る
土
地
や
建

物
の
売
買
契
約
の
場
合
で
、
図
面
や
写

真
だ
け
か
ら
取
引
の
対
象
を
特
定
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
後
日
、
現
地
の
実
際
の

状
況
が
図
面
や
写
真
か
ら
理
解
し
た
内

容
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た

場
合
に
、
差
異
が
あ
る
部
分
を
ど
の
よ

う
に
扱
う
か
で
当
事
者
間
の
見
解
が
対

立
し
得
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
に
備
え
て
、
不
動

産
の
取
引
で
は
登
記
簿
謄
本
な
ど
に
基

づ
い
て
決
め
ら
れ
た
取
引
の
対
象
の
距

離
や
面
積
、
高
さ
等
の
情
報
が
現
況
と

違
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
取
引
の
対
象

を
ど
の
よ
う
に
決
め
る
か
に
つ
い
て
、

予
め
合
意
を
し
て
お
く
こ
と
が
よ
く
あ

り
ま
す
。

　

当
事
者
双
方
が
合
意
し
た
取
引
の
対

象
が
す
で
に
存
在
し
て
い
て
も
、
デ
ー

タ
や
情
報
の
よ
う
な
無
体
物
の
場
合
に

は
、
特
定
方
法
に
工
夫
が
必
要
で
す
。

デ
ー
タ
の
取
引
の
場
合
は
、
デ
ー
タ
を

記
録
媒
体
に
記
録
し
て
デ
ー
タ
を
含
む

有
体
物
と
し
て
の
記
録
媒
体
を
も
取
引

の
対
象
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

  

「
サ
ー
ビ
ス
」
が
取
引
の
対
象
と
な
る

特定方法の例
製品名や商品名、製造番号や型番

不動産登記簿謄本に掲載されている登記事項
（所在、地番、地目、地積）

不動産登記簿謄本に掲載されている登記事項
（所在、家屋番号、種類、構造、床面積）

プログラムの製品名、型番

書面、口頭その他方法を問わず開示された
営業上、技術上その他業務上の一切の情報

債務者の氏名又は名称、債権額、債権の
発生原因、弁済期

株式発行会社の商号、株式の種類

雇用条件（労働時間、労働日数、休日休暇、
賃金など）

製造する製品の仕様書
建築物の設計書
共同開発の対象となる研究テーマ
要件定義書
対象となる会社の商号

有体物

無体物

サービス

動産

不動産

データ

情報

権利

労務

技術

開発

経営

製品、商品

土地

建物

ソフトウェア

秘密情報

債権

株主権

労働力

製造技術
建築技術

共同研究開発
ソフトウェア開発

会社経営

取引の対象の種類例 取引の対象の例
図 1　取引の対象の特定方法例
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ま
た
、
対
価
と
し
て
定
め
ら
れ
た
金

額
に
消
費
税
が
含
ま
れ
る
か
も
明
記
し

て
、
当
事
者
間
で
税
込
み
か
否
か
で
実

際
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
理
解
に
食
い

違
い
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぎ
ま
す
。

　

契
約
書
に
は
、
当
事
者
間
で
取
引
関

係
に
入
る
こ
と
を
確
認
し
て
基
本
的
な

取
引
条
件
の
合
意
内
容
を
確
認
す
る
基

本
契
約
書
と
、
そ
の
後
の
個
別
具
体
的

な
取
引
に
お
け
る
個
別
の
合
意
内
容
を

確
認
す
る
個
別
契
約
書
を
分
け
て
作
成

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、

具
体
的
な
対
価
の
記
載
は
個
別
契
約
書

だ
け
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。取

引
に
伴
う
諸
費
用
の
負
担

　

契
約
に
基
づ
く
取
引
に
伴
う
諸
費
用

を
い
ず
れ
が
負
担
す
る
か
に
つ
い
て
も

合
意
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

で
し
ょ
う
。
取
引
に
伴
う
諸
費
用
と
し

て
は
、
取
引
の
対
象
の
納
品
の
た
め
に

必
要
と
な
る
郵
送
料
や
運
搬
費
用
、
契

約
書
の
作
成
に
伴
い
課
税
さ
れ
る
印
紙

税
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

合
意
し
た
取
引
の
内
容
に
応
じ
て
支

払
わ
れ
る
金
銭
は
、
金
銭
を
支
払
う
こ

と
自
体
が
目
的
で
あ
る
場
合
（
金
銭
消

費
貸
借
契
約
な
ど
）
も
あ
れ
ば
、
相
手

方
か
ら
受
け
取
っ
た
取
引
の
対
象
の
対

価
と
し
て
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
場
合

（
売
買
契
約
の
買
主
の
場
合
な
ど
）
も

あ
り
ま
す
。

　

当
事
者
の
一
方
が
他
方
に
金
銭
を
貸

し
付
け
、
利
息
付
で
返
済
し
て
も
ら
う

金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
場
合
で
あ
れ

ば
、
先
に
金
銭
を
貸
し
付
け
る
時
期
と

利
息
付
で
金
銭
を
返
済
す
る
時
期
の
双

方
に
つ
い
て
合
意
が
必
要
で
す
。

　

当
事
者
の
一
方
が
他
方
に
提
供
し
た

取
引
の
対
象
の
対
価
と
し
て
金
銭
を
支

払
う
場
合
に
は
、
対
価
の
支
払
時
期
に

つ
い
て
の
合
意
が
必
要
で
す
が
、
対
価

の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
取
引
の

対
象
が
提
供
さ
れ
る
前
後
や
提
供
と
同

時
に
支
払
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

対
価
の
決
め
方
は
取
引
の
対
象
に
応

じ
て
、
具
体
的
な
商
品
や
製
品
の
単
価

に
数
量
を
掛
け
た
り
、
具
体
的
な
作
業

工
数
単
価
に
作
業
時
間
を
掛
け
た
り
、

総
額
で
決
め
た
り
し
ま
す
。

　

当
事
者
の
一
方
が
何
ら
か
の
成
果
物

を
新
た
に
作
り
出
し
て
提
供
す
る
契
約

の
場
合
は
、
納
入
さ
れ
た
成
果
物
が
契

約
で
合
意
し
た
成
果
物
の
内
容
と
一
致

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
納
入
後
に
検
査

し
、
契
約
条
件
に
合
致
し
て
い
る
か
否

か
を
確
認
す
る
検
収
手
続
に
つ
い
て
の

合
意
を
す
る
こ
と
が
通
常
で
す
。

　

取
引
の
対
象
と
な
る
成
果
物
を
納
入

す
る
義
務
を
負
う
当
事
者
は
、
検
収
の

合
格
が
契
約
上
の
義
務
の
履
行
完
了
を

意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
検
収
手
続
に
要

す
る
一
定
の
日
数
を
予
め
検
収
期
間
と

定
め
、
検
収
期
間
中
に
納
入
物
が
契
約

条
件
に
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
検
収
に
合

格
し
た
と
み
な
す
規
定
を
設
け
る
こ
と

で
、
契
約
上
の
義
務
の
履
行
完
了
時
期

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

金
銭
の
支
払
と
支
払
時
期

　

契
約
で
合
意
し
た
取
引
が
、
一
方
当

事
者
か
ら
他
方
当
事
者
に
金
銭
を
支
払

う
取
引
の
場
合
は
、
契
約
書
で
支
払
わ

れ
る
金
銭
の
金
額
が
定
め
ら
れ
ま
す
。

所
が
合
意
さ
れ
、
契
約
書
に
記
載
さ
れ

ま
す
。

　

取
引
の
対
象
が
有
体
物
で
動
産
の
場

合
は
、
納
入
場
所
が
記
載
さ
れ
る
の
が

通
常
で
す
。
取
引
の
対
象
が
不
動
産
の

場
合
は
運
べ
な
い
の
で
「
引
渡
し
」
が

合
意
さ
れ
ま
す
が
、
登
記
手
続
が
必
要

に
な
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
書

類
等
の
交
付
が
対
価
の
支
払
い
等
と
関

連
付
け
て
合
意
さ
れ
る
の
が
通
常
で

す
。
こ
れ
は
、
自
動
車
や
船
舶
の
よ
う

に
登
録
制
度
が
あ
る
動
産
の
取
引
の
場

合
で
も
同
様
で
す
。

　

取
引
の
対
象
が
デ
ー
タ
や
情
報
と
い

っ
た
無
体
物
の
場
合
は
、
納
入
場
所
は

電
子
メ
ー
ル
添
付
の
デ
ー
タ
送
付
で
あ

っ
た
り
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
バ
ー
上
へ
の

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
場
合
は
、
提
供

さ
れ
る
場
所
が
納
入
場
所
と
な
り
、
サ

ー
ビ
ス
の
結
果
生
み
出
さ
れ
る
成
果
物

の
提
供
が
必
要
な
場
合
に
は
、
成
果
物

の
納
入
場
所
が
合
意
さ
れ
ま
す
。
契
約

で
合
意
さ
れ
た
納
期
に
納
入
場
所
で
合

意
さ
れ
た
通
り
の
取
引
の
対
象
が
提
供

さ
れ
な
い
と
契
約
違
反
に
な
り
ま
す
。



31 2023.1

契約の基礎知識

止
等
を
通
じ
て
、補
完
法
と
し
て
の
「
下

請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
」（「
下
請

法
」）
と
と
も
に
公
正
か
つ
自
由
な
競

争
を
促
進
し
、
一
般
消
費
者
の
利
益
の

確
保
と
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な

発
達
の
促
進
を
目
的
と
す
る
法
律
で
す

（
図
2
）。

　

独
占
禁
止
法
は
「
事
業
者
は
、
不
公

正
な
取
引
方
法
を
用
い
て
は
な
ら
な

い
」（
独
禁
法
第
19
条
）
と
定
め
「
不

公
正
な
取
引
方
法
」
に
つ
い
て
は
同
法

第
2
条
第
9
項
に
定
義
が
あ
る
ほ
か
、

公
正
取
引
委
員
会
告
示
第
15
号
で
該
当

す
る
一
般
的
な
行
為
類
型
を
指
定
（「
一

般
指
定
」）
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
規
定
が
定
義
す
る
「
不
公

正
な
取
引
方
法
」
に
該
当
す
る
よ
う
な

取
引
合
意
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
、
直

ち
に
契
約
に
よ
る
合
意
が
公
序
良
俗
違

反
と
し
て
無
効
（
民
法
第
90
条
）
と
さ

れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
公
正

取
引
委
員
会
に
よ
る
法
的
措
置
の
対
象

と
な
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
注
意
が
必

要
で
す
（
図
3
）。

イ
　
下
請
法
に
よ
る
規
制

　

公
正
取
引
委
員
会
所
管
の
下
請
法

契
約
条
件
の
定
め
方
の
注
意
点

　

さ
て
、
当
事
者
間
で
ど
の
よ
う
な
取

引
条
件
で
契
約
合
意
を
す
る
か
に
つ
い

て
は
「
契
約
内
容
の
自
由
」
の
原
則
（
民

法
第
５
２
１
条
第
2
項
）
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
原
則
も

「
法
令
の
制
限
内
に
お
い
て
」
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
間
で

合
意
す
る
契
約
条
件
の
定
め
方
に
注
意

を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ア
　
独
占
禁
止
法
に
よ
る
規
制

　
「
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
」（「
独
占
禁
止

法
」）
は
「
私
的
独
占
、
不
当
な
取
引

制
限
及
び
不
公
正
な
取
引
方
法
」
の
禁

図 3　「不公正な取引方法」に関する独占禁止法の規制内容

独占禁止法　第2条第9項第6号 具体的行為類型 独占禁止法
第2条第9項 一般指定

1
2
4
5
3
6
7
8
9
10
｠
11
12
※
13

14

15

第1号
｠
｠
｠

第2号
第3号
｠
｠
｠
｠

第4号
｠
｠

第5号

共同の取引拒絶
その他の取引拒絶
取引条件等の差別取扱い
事業者団体における差別取扱い等
差別対価
不当廉売
不当高価購入
ぎまん的顧客誘引
不当な利益による顧客誘引
抱き合わせ販売等
再販売価格拘束
排他条件付取引
拘束条件付取引
優越的地位の濫用
取引の相手方の役員選任への不当干渉

競争者に対する取引妨害

競争会社に対する内部干渉

ヘ　自己又は自己が株主若しくは役員である会社と
国内において競争関係にある他の事業者とその取
引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業
者が会社である場合において、その会社の株主若し
くは役員をその会社の不利益となる行為をするよう
に、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること

イ　不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと

ロ　不当な対価をもつて取引すること

ハ　不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘
引し、又は強制すること

ニ　相手方の事業活動を不当に拘束する条件をも
つて取引すること

ホ　自己の取引上の地位を不当に利用して相手方
と取引すること

図 2　独占禁止法が規制する事項

●私的独占の禁止

●不当な取引制限
　（カルテル・入札談合等）の禁止

●事業者団体の規制

●企業結合の規制

●独占的状態の規制

●不公正な取引方法の禁止

●下請法に基づく規制

※公正取引委員会が「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」
　（平成22年11月30日、平成29年6月16日改正）を公表している
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は
、
親
事
業
者
に
よ
り
下
請
事
業
者
に

対
し
て
行
う
「
不
公
正
な
取
引
方
法
」

の
一
種
で
あ
る
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」

行
為
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
制
定
さ
れ

た
法
律
で
す
。

　

同
法
の
適
用
対
象
と
な
る
下
請
取
引

は
、
取
引
当
事
者
の
資
本
金
ま
た
は
出

資
金
の
総
額
の
区
分
と
取
引
の
内
容
か

ら
定
め
ら
れ
ま
す
。

　

同
法
の
適
用
の
あ
る
下
請
取
引
を
す

る
親
事
業
者
（
発
注
者
）
に
対
し
て
は
、

下
請
取
引
に
伴
い
書
面
の
交
付
義
務
そ

の
他
の
義
務
が
課
さ
れ
る
と
と
も
に
、

同
法
が
定
め
る
様
々
な
行
為
が
禁
じ
ら

れ
、
さ
ら
に
交
付
す
べ
き
書
面
に
記
載

す
る
必
要
の
あ
る
事
項
が
詳
細
に
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
書
面
へ
の
記

載
を
し
な
い
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
交

付
す
べ
き
書
面
を
親
事
業
者
が
交
付
し

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
親
事
業
者
の
代

表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
、
そ
の
他
の

従
業
者
と
法
人
と
し
て
の
親
事
業
者
ま

た
は
事
業
主
に
50
万
円
以
下
の
罰
金
を

課
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
下
請
法
第

10
条
第
1
号
、
第
12
条
）
の
で
注
意
が

必
要
で
す
（
図
4
・
5
）。

図 4　下請法の適用対象となる取引事業者

図 5　下請法適用親事業者の義務と禁止行為

取引類型
物品等の製造委託・修理委託、情報成果物作成
委託・役務提供委託（プログラムの作成、運送、物
品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの）

情報成果物作成委託・役務提供委託（プログラ
ムの作成、運送、物品の倉庫における保管及び
情報処理に係るものを除く）

親事業者の
資本金等

3億円超の法人
1,000万円超
3億円以下の法人

5,000万円超の法人
1,000万円超

5,000万円以下の法人

個人又は
1,000万円以下の法人

下請事業者の
資本金等

個人又は
3億円以下の法人

個人又は
1,000万円以下の法人

個人又は
5,000万円以下の法人

禁止行為義　　務

下請代金の支払期日を定める義務（第2条の2）

遅延利息の支払義務（第4条の2）

受領拒否の禁止（第4条第1項第1号）

書類等の作成及び保存の義務（第5条）

書面の交付等の義務（第3条）※要求される記載事項。内容が定められないことに正当な理由
があれば記載不要。

①親事業者及び下請事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他親事業
者及び下請事業者を識別できる符号

②製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

③下請事業者の給付の内容（役務提供委託の場合は、提供される役務の内容）

④下請事業者の給付を受領する期日（役務提供委託の場合は、提供される役務を受ける期日
又は期間）

⑤下請事業者の給付を受領する場所（役務提供委託の場合は、提供される役務を受ける場所）

⑥下請事業者の給付の内容（役務提供委託の場合は、提供される役務の内容）について検査
をする場合は、その検査を完了する期日

⑦下請代金の額

⑧下請代金の支払期日

⑨下請代金の全部又は一部の支払につき、手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期

⑩下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定
で下請事業者が債権譲渡担保方式、ファクタリング方式又は併存的債務引受方式で金融
機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとす
る場合は、当該金融機関の名称、貸付け又は支払を受けることができることとする額、下請代
金債権相当額又は下請代金債務相当額を当該金融機関へ支払う期日

⑪下請代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の
額及び電子記録債権の支払期日

⑫原材料等を親事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日
及び決済方法

不当な給付内容の変更又は不当なやり
直し強制の禁止（第4条第2項第4号）

下請代金の支払遅延の禁止
（第4条第1項第2号）

下請代金の減額の禁止
（第4条第1項第3号）

返品の禁止（第4条第1項第4号）

不当に安い下請代金の禁止
（第4条第1項第5号）

下請事業者による禁止行為の公正
取引委員会又は中小企業庁への通
報を理由とする報復的扱いの禁止
（第4条第1項第7号）

物の購入・役務の利用強制の禁止
（第4条第1項第6号）

割引困難な手形交付による下請代金
支払いの禁止（第4条第2項第2号）

金銭、役務その他の経済上の利益の
提供要請の禁止
（第4条第2項第3号）

購入させた原材料等の対価の先行控
除又は支払強制の禁止
（第4条第2項第1号）


